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で
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性
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場
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輝
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め
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？

　
性
別
で
差
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
誰

も
が
仕
事
で
能
力
が
発
揮
で
き
る
社
会

を
実
現
す
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た「
男
女

雇
用
機
会
均
等
法
」（
以
下
、
均
等
法
）。

１
９
８
６
年
の
施
行
当
時
は
、
採
用
や

待
遇
、
福
利
厚
生
な
ど
で
見
ら
れ
た
女

性
差
別
を
な
く
す
意
味
合
い
が
強
い
法

律
で
し
た
。

　
１
９
９
７
年
の
法
改
正
で
は
、
特
定

の
性
別
を
想
起
す
る
言
葉
を
職
種
名
に

使
う
こ
と
が
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。
看
護

婦
、
保
母
、
保
健
婦
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ

ス
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る“
女
性
職
種
”の
呼

称
が
、
そ
れ
ぞ
れ
看
護
師
、
保
育
士
、

保
健
師
、
客
室
乗
務
員
へ
と
変
わ
り
ま

し
た
。
そ
の
後
、
男
性
側
に
も
差
別
問

題
が
起
き
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

り
、
２
０
０
６
年
の
法
改
正
で
は「
男
女

双
方
の
労
働
者
に
対
す
る
差
別
の
禁
止
」

と
い
う
言
葉
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
約
20
年
。
か
つ
て“
女
性
の

仕
事
”と
思
わ
れ
て
い
た
職
業
の
多
く
で
、

徐
々
に
男
性
の
活
躍
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
男
女
比
を
調
べ

て
み
る
と
、
未
だ
に
男
性
比
率
が
1
割

に
も
満
た
な
い
職
業
が
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。【
表
1
】

男
性
へ
の
差
別
も
禁
じ
て
い
る

「
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
」

　
歯
科
衛
生
士
に
関
し
て
は
、
実
は
１

９
４
８
年
の
歯
科
衛
生
士
法
制
定
当
初

か
ら
男
性
も
歯
科
衛
生
士
に
な
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
１
９
５
５
年
の
改
正
で

本
則
で
は「
女
性
の
み
」と
記
載
さ
れ
、
こ

の
法
律
の
男
性
へ
の
準
用
が
附
則
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
て
お
り
、「
歯
科
衛
生
士
＝

女
性
」と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
な
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
２
０
１

4
年
の
改
正
で
性
別
の
表
記
が
な
く
な

り
、
実
際
に
男
性
の
歯
科
衛
生
士
が
誕

生
し
た
の
が
数
年
前
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、

表
の
よ
う
な
極
端
に
男
性
が
少
な
い
状

況
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
た
だ
、
男
性
の
保
育
士
や
看
護
師
に

つ
い
て
は
、
最
近
、
増
え
て
い
る
と
感

じ
て
い
た
方
は
、「
ま
だ
こ
ん
な
に
少
な

い
の
か
！
」と
驚
か
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。

職業名 総 数 男 性 女 性 女性比率

 助産師 22,500 0 22,500 100.00%

 歯科衛生士 108,100 200 107,900 99.81%

 保健師 40,500 400 40,100 99.01%

 保育士 562,100 14,600 547,500 97.40%

 栄養士 117,600 3,800 113,800 96.77%

 美容サービス（美容師除く） 119,600 7,000 112,600 94.15%

 看護師（准看護師含む） 1,280,300 81,200  1,199,100 93.66%
※平成27年国勢調査
※助産師の男性比率が0％の理由は、男性には国家試験の受験資格がないため。

【表 1】女性比率が高い職業の例
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